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新年度の学校生活について 

  

 お子様のご入学おめでとうございます。また、日頃より、本市の学校教育へのご理解ご協力に心か

ら感謝致します。 

 さて、新型コロナウィルス感染症については、未だ収束の兆しが見えない状況にあり、新たな年度に

あっても当面の間、学校や家庭をはじめ、社会全体でこの感染症と向き合い、感染拡大を防ぐための取

組を継続していく必要があります。 

 今後の教育活動については、児童生徒の健康と安全を考え、文部科学省等からの通知やガイドライン

に従って、引き続き感染防止対策を徹底しながら、子供達の健やかな学びを保障するために下記のとお

り対応して参ります。 

なお、ご家庭におかれましては、引き続き毎日の検温等の健康観察をお願いします。もし、発熱など

の症状がある場合は、かかりつけ医等に連絡してから受診願います。 

また、児童生徒自らが、こまめな手洗いや手指消毒、必要な場面でのマスクの適切な着用、３密（密

接、密集、密閉）の回避等の基本的な感染予防に留意して行動できるよう、ご協力をお願いします。  

 

                   記 

 

１ 学校での生活について 

⚫ 家庭での検温や健康観察を確実に行い、毎朝、健康カードを提出します。 

⚫ 校内ではマスク着用を基本としますが、体育の時間や熱中症が心配される場面、体調が悪い等

において外す場合は、身体的距離を確保するようにします。 

⚫ 屋外から教室に入る時や給食の前、掃除の後には石鹸で手を洗います。 

⚫ 給食時は、向かい合わずに会話を控えて食べます。 

⚫ 学習においては、感染リスクが低くなるように活動を工夫しながら授業を進めます。 

 

２ 児童・生徒の出席停止について 

⚫ 児童生徒がＰＣＲ検査で陽性になったり、濃厚接触者に指定されたりした場合は「出席停止」

になり、登校できません。 

⚫ 児童生徒本人に発熱や風邪症状がある場合は「出席停止」となり、登校できません。かかりつ

け医等に受診後、自宅で休養してください。 

⚫ 同居のご家族に未診断の発熱等がある場合は、登校を控えるようにしてください。その場合も

「出席停止」扱いとします。 

※ 昨年度までは、同居のご家族が濃厚接触者に指定されたり、ＰＣＲ検査を受けたりする場合は、

「陰性」が判明するまで出席停止となっておりましたが、今年度より、同居のご家族が発熱等

の症状がなく濃厚接触者となった場合や検査対象者となり検査結果を待っている場合等では、

登校を控える必要はありません。 

 

３ 学校外の生活について 

⚫ 学校外のスポーツ活動や習い事等においても、上記２の学校と同じ基準で参加し、マスク着用

や食事（弁当を食べながら向かい合って大声で話さない）等、学校と同じ生活様式を心がける

ようにお願いします。 


